
令和 8年度 水質検査計画 

 

裾 野 市 

 

 裾野市十里木高原簡易水道は、日本を象徴する「富士山」と山紫水明の地、裾野の清浄で

豊かな地下水を水源としています。地下 200～300ｍから汲み上げる地下水は、年間を通し

て、水量・水質ともに安定しており、水道水源として恵まれた好ましい環境にあります。 

 このような環境にあっても、水質検査は安全でおいしい水道水を供給するために欠かす

ことのできないものであり、水質管理の中核をなすものです。 

 このたび、ご利用の皆様に安心して水道をお使いいただけるよう、水質検査の内容や検査

体制をより一層充実させた「水質検査計画」を策定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十里木高原からの富士山 

 

目  次 

1 基本方針              5 水質検査の方法 

2 水道事業の概要           6 臨時の水質検査 

3 水道水源等の概況          7 水質検査計画及び検査結果の公表 

4 定期的な水質検査          8 関係機関との連携 

 

 



1 基本方針 

 

（１）検査地点 

   水質検査は、水道水質基準が適用される給水栓（各揚水場を代表する蛇口）に加

え、揚水場の入口地点（原水）でも行います。 

 

（２）検査項目 

   水質検査は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目に加え、水質管理目

標設定項目など、水質管理上必要と判断した項目についても行います。 

 

（３）検査頻度 

   水質検査は、これまでの検査結果や水源の状況などを考慮し、各地点の項目ごとに

検査頻度を定めて行います。 

 

（４）その他 

   水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関への委託により行います。 

   水質検査結果については、裾野市ホームページまたは(株)富士急リゾートアメニテ

ィ（十里木高原別荘地サービスセンター）窓口でご覧いただけます。 

 

2 水道事業の概要 

 

（１）給水状況 

   令和 6年度の給水状況は、次のとおりです。 

区 分 内 容 

事業の名称 裾野市十里木高原簡易水道事業 

給水区域（給水区画面積） 須山字藤原の一部【須山 5区】須山字十里木の一

部及び字大沢入ノ内堂ヶ尾五本地沢入の一部【須

山 4区】 

給水人口 １，００１ 人 

年間配水量 ５１２，８７３ ㎥ 

 

 

 

 

 

 



（２）水源及び浄水場の概要 

   ３カ所に揚水場（配水場を併設）があり、いずれも地下水（深井戸）を水源とし、

塩素消毒による浄水処置を行ったのち、給水しています。 

   揚水場の位置と、それぞれの給水区域は「図 1」のとおりです。 

 

揚水場 第 1水源浄水場 第 3水源揚水場 第 5水源揚水場 

所在地 須山 須山 須山 

水源 深井戸（1本） 深井戸（1本） 深井戸（1本） 

年間取水量（千㎥）  614  

浄水方法 塩素消毒 塩素消毒 塩素消毒 

主な使用薬品 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

配水方法    

 

 

3 水道水源等の概況 

 

（１）水源及びその周辺の状況 

   深さ 200～300ｍの深井戸 

  を水源としており、年間を通し 

  て、水質・水量ともに安定して 

  おり、恵まれた好ましい環境に 

  あります。 

 

 

                 第 5 水源揚水場（汲み上げた地下水は浄水後、ご利

用のお客様のご家庭へ送られます） 

 

 

 

（２）原水及び浄水の水質状況 

   過去の水質検査で、水道水質基準を超過したことはありませんが、地質的な影響とし    

  て、蒸発残留物（ミネラル）を多く含んだ軟性のくせがないまろやかな水質です。 

 

  揚水場の位置と給水区域 … 図 1 

 

 



（３）水質管理上の留意点 

   水源は、恵まれた好ましい環境にありますが、地下水はいったん汚染されると、浄化

されるまでに非常に長い年月を要しますので、自然環境の保護等充分に配慮していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５水源揚水場（取水から配水まで一連の工程を自動運転で行っています） 

 

 

4 定期的な水質検査 

 

毎日検査項目（3項目） 

給水栓  

水道法で義務づけ       水質基準項目（52 項目） 

 定期的な水質検査 

            原水 

            水質管理上の必要性      水質基準項目（40項目） 

            水質管理目標設定項目           （1 項目） 

            （ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌定量検査） 

 

 

 

 

 

 



（１）検査の項目及び頻度 

    別紙予定表のとおり 

 

（２）採水地点 

 ア 水道法で義務づけられている検査 

[毎日検査項目] 

 管理事務所の給水栓（１カ所の蛇口）において、1日 1回、検査を行います。 

[水質基準項目] 

 給水栓（浄水は管理事務所、原水は各配水場の 1カ所の蛇口）において、項目ごとに定

めた回数（毎月～3年に 1回）の検査を行います。 

イ 水質管理上の必要性から行う検査 

[管理目標設定項目] 

管理事務所の給水栓（1カ所の蛇口）において、消毒副生成物（塩素消毒により非意図

的に発生するおそれのある 10項目）を除いた水質基準項目について、年 1回、検査を行

います。 

 

令和 8年度水質検査予定表（表 1-1～表 1-3） 

 

 

5 水質検査の方法 

  毎日行う検査については、浄水管理の一環として、(株)富士急リゾートアメニティが検

査を行います。 

  それ以外の検査については、高度な設備と検査技術が必要であるため、厚生労働大臣の

登録を受けた検査機関に委託して行います。委託の範囲として、検査項目、頻度は別表の

とおりとします。試料の採取及び運搬方法は、委託会社の社員が午前中に採取を行い、採

取日のうちに委託会社の車両にて運搬します。また年 1 回、3 月までに検査施設への立入

検査を実施し精度管理の実施状況を確認、もしくは採水から分析までの過程および仕様が

わかる資料の確認をします。 

  なお、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法（「水質基

準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）により行います。 

 

 

 

 

 

 



6 臨時の水質検査 

（１）臨時の水質検査を行う要件 

   次のような場合に、臨時の水質検査を行います。 

  ・水源の水質が著しく悪化したとき 

  ・水源に異常があったとき 

  ・水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき 

  ・浄水過程に異常があったとき 

  ・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき 

  ・その他特に必要があると認められたとき 

 

（２）検査を行う項目 

   水質基準 9項目（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ値、味、臭気、色      

  度、濁度）及びその他水質基準項目のうち必要な項目 
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7 水質検査計画及び検査結果の公表 

（１）公表 

    ご利用のみなさまに、安心して水道をお使いいただけるよう、水質検査計画と検査結   

  果を公表します。検査計画は、年度ごとに、前年度の 3月末までに策定し、裾野市ホー

ムページまたは十里木高原別荘地サービスセンター窓口でご覧いただけます。 

   検査結果についても、裾野市ホームページまたは十里木高原別荘地サービスセンタ

ー窓口でご覧いただけます。 

 

（２）水質検査結果の見直し等 

   水質検査結果の評価や、ご利用のみなさま方からのご意見は、次年度の水質検査計

画に反映させていきます。 

 

 

ご利用のみなさま 

 

 

 

 

 

 

裾野市・富士急リゾートアメニティ 
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8 関係機関との連携 

  水質汚濁事故や水系感染症の発症などがあったときは、国・県・近隣水道事業体などの

関係機関との情報連絡網を活用し、速やかな情報交換をするとともに、連携した迅速な対

策を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金その他のお問い合わせ 

(株)富士急リゾートアメニティ 

〒４１０－１２３１ 

 静岡県裾野市須山２２５５番地４５３ 

TEL ０５５－９９８－１２１２ 

 FAX  ０５５－９９８－１２１３ 

裾野市役所 水道部上下水道工務課 

〒４１０－１１９２ 

 静岡県裾野市佐野１０５９ 

TEL ０５５－９９５－１８３４ 



 

 

第 3 水源 第 1 水源 第 5 水源 


